
１．問題意識と本稿の課題

2016年の大統領選挙におけるドナルド・トランプ (Donald J. Trump) の勝利とトラン

プ政権誕生は, 選挙結果の衝撃のみならず, 政権発足後の彼の型破りな政治手法が今日に

至るまで注目の的となり, アメリカの政治, 社会を大きく揺さぶっている。こうした現状

を分析するのは至難の業であるが, まずはトランプ政権下で遂行された政策形成がいかな

るものであったのか, その現実を丹念に分析することが必要不可欠な作業であろう。本稿

では, 以上のような遠大な課題に接近するための一作業として, トランプ政権１年目の内

政面での最初の主要課題とされた, オバマケア撤廃・代替法案1) の策定過程とその挫折,

及びその後の展開を検討素材とし分析を試みる。

アメリカ政治の内政面での政策形成の主要舞台となるのは立法過程であり, それゆえ,

政策形成過程を分析するためには, 大統領, 政権のみならず, 上下両院の連邦議会をも視

野に入れて検討する必要がある (藤木・河音 (2012), pp. 81�84)。連邦議会をも含めて

アメリカ政策形成過程の変化を見ると, トランプ政権の成立は, それまでのオバマ・共和

党多数派議会による分割政府から, トランプ・共和党多数派議会による統一政府への転換

の画期として位置づけられる。

近年のアメリカ政治の大きな特徴は, 党派間対立と分極政治の進展にあり, そのことゆ

えに政策形成が滞る, いわゆる ｢決められない政治｣ が続いていることにある (Mann and

Ornstein (2012), 藤木 (2017))。それゆえ, オバマ政権期の分割政府からトランプ・共

和党統一政府への転換により, 分極政治下での ｢決められない政治｣ という連邦政治の今

日的特徴は変わったのか, 変わっていないのか, またそれはなぜなのかが問われなければ

ならない。本稿で取り上げるオバマケア撤廃・代替案の策定プロセスは, 両党間の分極政

治の象徴的事例とされてきた争点であり, かつ, トランプ・共和党統一政府が内政面でま

ずもって注力を傾けた政策課題であったという点で, 上記の問いを考える格好の素材と言

える。このことが本稿においてオバマケア撤廃・代替案の策定過程を考察することの理由
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1) オバマケアは, オバマ政権下で成立した患者保護及び医療費負担適正化法 (Patient Protection and

Affordable Care Act of 2010, 略して ACAと呼ばれる) の通称である。当初は反対派である共和党
がネーミングした政治的用語であったが, 近年では当事者のオバマ自身も含め, 同法をオバマケア
と呼ぶことが定着していることから, 本稿ではオバマケアという呼称で統一する。
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であり含意である。

本稿では, 以下のような構成で叙述を進めたい。まず, トランプ, 共和党議会によるオ

バマケア撤廃・代替案分析の前提として, オバマケアの概要とその施行過程を, 共和党の

オバマケア撤廃の動きを中心にトレースする (2.)。その上で, トランプ・共和党統一政

府下でのオバマケア撤廃・代替案の政策形成過程とその挫折, さらには挫折後のオバマケ

アに対する動向について検討する (3.)。こうした分析作業を基に, トランプ政権, 共和

党多数派議会の政策形成の特徴と, そのさらなる考察において考えるべき諸論点を記し,

本稿のまとめとしたい (4.)。

２．オバマケアの概要とその施行

2�1 オバマケアの概要

オバマケアの最大の眼目は政権発足当時において5,000万人近くにのぼっていた無保険

者を減らすことにあった。アメリカの医療システムの特徴は, 高齢者を除いて公的保険へ

の加入義務が存在せず, 企業が提供する雇用主提供保険や個人保険等の民間保険が主流を

なしていることにある (長谷川 (2010), pp. 45�47)。こうした民間主導の医療保険シス

テムの問題点は以下２点に要約できる。第１に, 保険加入義務がないため大量の無保険者

を生んでいることである。第２に, 市場ベースの医療サービス提供により, 医療保険料,

医療サービス, 医薬品等の医療関連の財・サービスの価格高騰に歯止めがかからず, 家計

や企業, 政府の医療費負担を圧迫していることである。オバマ政権は, こうした医療問題

に包括的に取り組むことを公約していたが, 最終的にはうち前者の無保険者対策に焦点を

絞る形で立法化をはかった。

オバマケアによる無保険者対策の内容は以下２点にまとめられる2)。第１に, オバマケ

アは, 未加入者に対して罰則金 年間500ドル を課すという形で, 実質的に医療保

険への加入を義務化した。第２に, これまで保険料の高さゆえに医療保険に加入しなかっ

た (ないしは加入できなかった) 階層に対して, 安価で無差別な医療保険 手軽に手に

届く, アフォーダブルな医療保険 を提供することにより, 無保険者の保険加入を促し

た。

アフォーダブルな医療保険の提供は具体的には以下２つの制度改革によってなされた。

第１は, 自営業者や, 雇用主提供の医療保険をもたない中小企業の従業員などを主たる対

象として, 地域単位で民間保険会社等が連邦規制下で提供する, 新たな個人保険の創設で

ある。このようなオバマケアにより新たに設立された民間の個人保険は, 地域単位で連邦

規制の下, 医療保険取引所 (Health Insurance Exchange) を通じて提供されることから,

エクスチェンジ保険とも称されている3)。エクスチェンジ保険は, アフォーダブルな保険
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2) オバマケアの主要規程について, より詳しくは, 長谷川 (2012), 櫻井 (2016) を参照されたい。
3) オバマケアという用語は, 一部では新設されたエクスチェンジ保険をもってオバマケアと称する狭
義の意味で用いられることもあるが, ここではオバマケアは前述の通り, 2010年 ACAの法律を指
す用語として用い, オバマケアにより新設された個人保険についてはエクスチェンジ保険と呼ぶ。



を提供するという趣旨から, 連邦政府の補助金と被保険者の所得税への税額控除の適用に

よって安価な保険料で提供されるしくみとなっている。同時に, エクスチェンジ保険では,

既往症のある人が高額の保険料を強いられたり, 保険加入を拒否されたりしてきたという

これまでの事態を防ぐために, 同地域, 同年齢であれば同一の保険料で保険を提供しなけ

ればならないという, 無差別原則に従うことが保険提供者に義務づけられた。

無保険者対策の第２は, 従来貧困者向けに提供されてきた公的保険であるメディケイド

の受給対象資格の緩和による対象者の拡大である。メディケイドとは, 各州が提供責任者

となり, 貧困ライン以下の所得水準にある国民に対して, 連邦政府と州財政とを財源とし

て提供される公的医療保険である。オバマケアは, 連邦政府が定めたメディケイドの受給

対象基準をこれまでの貧困ライン以下の所得層から貧困ラインの135％の所得層にまで緩

和, 拡大することにより, 無保険者のメディケイド加入への道を拡大させた。また, メディ

ケイド受給対象者の子どもたちの医療費に対する公的医療保険補助プログラムである, 児

童医療保険プログラム (Child Health Insurance Program, 以下 CHIPと略) についてもメ

ディケイドの対象枠拡大と併せてその拡大が実施された。

2�2 オバマケアの財源確保と財政規律

オバマケアは, その立法化にあたって, 連邦財政支出増加を賄う財源を担保することが

予算編成上の財政規律の制度によって求められた。以下ではその経緯について検討する。

オバマケアは, 連邦政府の補助によりエクスチェンジ保険を提供し, メディケイドの対

象枠を拡大するものだから, 当然のことながら新たな連邦財政支出を必要とする。第１表

は, 2010年のオバマケア制定時の, オバマケア関連諸規程が今後の連邦財政に及ぼす影響

を議会予算局 (Congressional Budget Office, 以下 CBOと略) が推計したものである。同

表にある ｢保険税額控除と患者負担補助｣ エクスチェンジ保険新設による連邦支出に

あたる と ｢メディケイドと CHIPの拡大｣ が, 支出増加の大半を占めていることが分

かる。

一般に, 連邦財政支出は, 毎年の歳出予算法によって制定される裁量的経費と, それに

よっては規定されない義務的経費とに分類される。オバマケアによる連邦支出増加の大半

は, 毎年の歳出予算編成による制約を受けない義務的経費に分類される。歳出予算編成の

対象とならない義務的経費及び税制に関しては, 義務的経費増加, ないしは税収減による

財政収支の悪化を中長期的視野で規制し, 財政規律を担保する目的から, Pay as you go

(以下 PAYGOと略) という上院ルールとリコンシリェーションにおけるバード・ルール

が設けられており, これらのルールをクリアすることが求められる。

PAYGOとは, 義務的経費の増大ないしは税収減を伴う立法には, それに伴う財政収支

悪化を相殺するための義務的経費削減ないしは増収措置が盛り込まれなければならず, そ

のことにより向こう10年間での財政収支の悪化を禁じるという, 相殺原則のルールであ

る4)。

これに対して, リコンシリェーションとは, 義務的経費の削減や増税といった財政赤字
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削減のための立法化は一般に ｢痛み｣ を伴う改革となることから議会での合意形成が困難

であることに鑑み, 一般の立法において必要な手続きとなる上院での60票ルール 法案

を本会議採択にかけるには, 上院の過半数である50票以上ではなく, 60票以上の賛成が事

前に必要とするルール の例外として, リコンシリェーションの立法においては上院過

半数で本会議採択にかけることを可能にする, というルールである。また, リコンシリェー
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4) PAYGOルールは, 1990年包括予算調整法 (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990) の付帯法
として制定された予算執行法 (Budget Enforcement Act) によって設けられたルールである。2002
年に時限失効したものの, 民主党統一政府の下, 上院ルールとして2010年に復活し, 現在に至って
いる。PAYGOルールについて, より詳しくは, 河音 (2006), Heniff Jr. (2018) を参照されたい。

第１表 医療保険改革法が連邦財政に及ぼす影響に関する議会予算局の試算（2010年３月推計)
（10億ドル，％）

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2010
�14

2010
�19

直
接
支
出

教育(A) ※4 ※4 4 �6 �3 �5 �4 �2 �2 �2 �5 �19
医療保険取引所 0 2 2 2 15 33 59 75 82 88 21 358
A)保険料税額控除と患者負担補助 0 0 0 0 14 32 59 75 82 88 14 350
改革の実施に関する支出 ※4 ※4 ※4 1 ※4 ※4 0 0 0 0 2 2
その他 0 1 2 2 1 ※4 ※4 ※4 ※4 0 5 5
再保険とリスク調整の支払い※1 0 0 0 0 11 18 18 18 19 21 11 106
B)メディケイドと CHIPの拡大 ※4 �1 �2 �4 29 56 81 87 91 97 22 434
メディケア等の規定 2 �2 �11 �17 �42 �50 �59 �75 �92 �108 �71 �455

f)メディケアの診療報酬の抑制 ※4 �1 �5 �9 �13 �19 �25 �33 �41 �51 �28 �196
メディケアの民間委託料の抑制 0 �2 �6 �9 �13 �17 �19 �21 �23 �25 �30 �136
医療機関への連邦補助金(DSH)※2 0 0 ※4 ※4 �1 �4 �5 �7 �9 �11 ※4 �36
その他 2 1 ※4 ※4 �16 �11 �10 �14 �18 �22 �12 �87
その他の規定 2 6 2 �4 �5 �7 �10 �10 �8 �7 2 �40
在宅生活支援サービスと関連援助 0 0 �5 �9 �10 �11 �11 �9 �8 �7 �24 �70
その他 2 6 8 5 5 4 2 �1 �1 ※4 26 30
合計(B) 4 5 �5 �28 6 44 86 92 90 90 �20 382

収
入

医療保険改革 ※4 �1 �2 �5 1 6 14 18 10 7 �8 46
保険料税額控除 0 0 0 0 �5 �11 �18 �22 �24 �26 �5 �107
a)再保険とリスク調整の収入※1 0 0 0 0 12 16 18 18 19 22 12 106
小企業の雇用主への税額控除 �2 �4 �5 �6 �5 �3 �3 �3 �4 �4 �21 �37
b)保険非提供・非加入者への課税 0 0 0 0 3 9 12 13 13 14 3 65
c)高額保険料プランに関する課税 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 32
その他 ※4 �1 �2 �5 1 6 14 18 10 7 �8 46
d)製薬会社や保険会社への課税 0 2 3 5 12 15 15 18 19 18 22 107
e)メディケアの社会保障税の増税 0 0 1 21 17 29 33 35 37 39 38 210

その他の規定 ※4 7 8 13 22 4 11 12 13 14 49 103
合計(C) �3 3 5 27 57 65 83 89 95 104 89 525

収
支
全体の収支(D＝B－C)※3 6 1 �10 �56 �51 �20 3 4 �5 �15 �109 �143
教育の規定を除く収支(E＝D－A)※3 N/A N/A �14 �50 �48 �15 7 6 �3 �13 �104 �124

１人当たり保険料税額控除(ドル) ― ― ― ― ― 5,200 5,300 5,500 5,700 6,000 N/A N/A
※1 加入者の属性に応じたリスク調整と高額保険給付の再保険に関する連邦政府の支出または保険会社等からの収入。
※2 患者の一定割合が無保険者や医療扶助の対象者等である医療機関への連邦補助金。
※3 プラスの金額は財政赤字の増加，マイナスの金額は財政赤字の減少を示す。
※4 マイナス５億ドル超５億ドル未満。
出所）櫻井（2016), p. 127｡



ションの濫用を避けるため, リコンシリェーションには, 財政赤字削減に資する 具体

的には向こう10年間での収支均衡を義務づける というバード・ルールが設けられてい

る。

オバマケアの場合, 財政支出増により財政赤字を拡大させる法改正なのであるから, 財

政収支改善に資するというリコンシリェーションの本来の趣旨とは逆の性格を有する立法

ではあるが, 2010年当時, 民主党統一政府下にあってなお, 上院で民主党の議席が60票に

届かず, 後述するように共和党が一致してオバマケア反対に回っている政治状況において,

民主党議員の支持のみでオバマケアの立法化を進めるための政治戦術として, 同法はリコ

ンシリェーション法として策定されることとなった (当時の政治構図について, 第２表を

参照)5)。逆にいえば, オバマケアは, リコンシリェーションという政治戦術をとったがゆ
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第２表 大統領と両院議会の党派間構成：1965�2019

議会会期（年） 大統領（所属政党）
上院 下院

民主党 共和党 他 民主党 共和党 他
89 (1965�67)

ジョンソン (民主党)
68 32 0 295 140 0

90 (1967�69) 64 36 0 247 187 0
91 (1969�71)

ニクソン (共和党)
57 43 0 243 192 0

92 (1971�73) 54 44 2 255 180 0
93 (1973�75) 56 42 2 242 192 1
94 (1975�77) フォード (共和党) 61 37 2 291 144 0
95 (1977�79)

カーター (民主党)
61 38 1 292 143 0

96 (1979�81) 58 41 1 277 158 0
97 (1981�83)

レーガン (共和党)

46 53 1 242 192 1
98 (1983�85) 45 55 0 269 166 0
99 (1985�87) 47 53 0 253 182 0
100 (1987�89) 55 45 0 258 177 0
101 (1989�91)

ブッシュ父 (共和党)
55 45 0 260 175 0

102 (1991�93) 56 44 0 267 167 1
103 (1993�95)

クリントン (民主党)

57 43 0 258 176 1
104 (1995�97) 48 52 0 204 230 1
105 (1997�99) 45 55 0 206 228 1
106 (1999�2001) 45 55 0 211 223 1
107 (2001�03)

ブッシュ子 (共和党)

50 50 0 212 221 2
108 (2003�05) 48 51 1 205 229 1
109 (2005�07) 44 55 1 202 232 1
110 (2007�09) 49 49 2 233 202 0
111 (2009�11)

オバマ (民主党)

57 41 2 257 178 0
112 (2011�13) 51 47 2 193 242 0
113 (2013�15) 53 45 2 201 234 0
114 (2015�17) 44 54 2 188 247 0
115 (2017�19) トランプ (共和党) 46 52 2 194 241 0

出所) 藤木 (2012) p. 86に加筆作成。



えに, バード・ルールに従うことを求められた。

オバマケアの立法化は, 上記のような PAYGOルールとリコンシリェーションにおける

バード・ルールという二つの財政規律を担保するルールをクリアするために, 無保険者対

策のための財政支出を賄う財源を, 少なくとも向こう10年間分確保しなければならなかっ

た。そのため, 同法は, 第１に, メディケア (高齢者対象の公的医療保険) の診療報酬の

改定・引き下げという支出削減策と, 第２に高額保険プランに対する増税 (いわゆるキャ

デラック・タックス), 製薬企業, 保険会社に対する課税, 社会保障税のメディケア保険

料分の増税, といった増税措置を盛り込むこととなった。

問題は, こうした財源措置のうち, とりわけ高額所得層を対象としたキャデラック・タッ

クスや製薬企業, 保険会社への増税が, 政治的合意の困難さのために, 立法化当初におい

て, その施行時期を遅らせた規程とされたことである。さらに, その後の共和党多数派議

会の下で, これらの増税措置は繰り返し延期され今日に至るまで導入されていなかったり,

一旦施行された増税措置も中断されるという現状にある6)。この点については次節におい

て詳しく検討する。

2�3 オバマケアの施行とそのパフォーマンス

保険加入の義務化, エクスチェンジ保険, メディケイド対象枠の拡大といったオバマケ

アの主要施策は, 2014年より施行されることとされていた。ここでは, 本格施行後のオバ

マケアの経済的パフォーマンスについて, 無保険者と医療保険価格の動向から確認する。

まず, オバマケアが主たる政策目的とした無保険者対策についてみると, オバマケアに

より無保険者数は劇的な減少を見た。第１図に明らかなとおり, オバマケア施行直前の

2013年において4,500万人であった無保険者数は, 同法施行後急速に減少し, 2017年には

2,800万人にまで低下した。2013年から2016年にかけてのタイプ別の保険加入者数は, エ

クスチェンジ保険を含む個人保険が1,600万人増, メディケイドが740万人増となっている

(U.S. Census Bureau (2017), 複数の保険加入者を含む)。この点から, 無保険者の減少が

オバマケアによってもたらされたことは明白である。オバマケアは, 1,500万人以上に,

アフォーダブルな医療保障を与えたという点で, アメリカ医療保険の現状を大きく変えた。

他方で, アメリカのいまひとつの課題である医療保険価格の高騰についてみると, 21世

紀初頭ほどではないとしても, 医療保険価格の上昇傾向は変わっていない。第２図は, 全

米の医療保険料の前年度比上昇率を見たものだが, 2010年代に入って伸びの程度は安定し

ているとはいえ, 毎年５％弱の保険料上昇が続いている。また, 医療保険料の上昇率が一

貫して一人あたり GDP伸び率を上回っていることを考えると, 国民の所得が伸び悩んで
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5) リコンシリェーションの予算制度とその政治的意義について, さらにはオバマケア立法化における
リコンシリェーションの意義について, より詳しくは, 河音 (2010), Reynolds (2018) を参照さ
れたい。

6) これに対して, 広範な国民に影響を与えるメディケア診療報酬の引き下げや社会保障税の増税は,
2012年に当初の想定通りのスケジュールで施行されている (櫻井 (2016))。
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第１図 無保険者数の推移と推計：1990�2026年
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第２図 年間医療保険料（平均）対前年度比上昇率の推移：2000�2017年
単位：％

16 171514131211102000 01 02 03 04 05 06 07

(参考)一人あたり GDP伸び率単身者 家族

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

�5.0

�10.0

0908

出所）Kaiser Family Foundation (2017) より作成。



いる下で医療保険価格が上昇を続けていると言うことになる。

こうしたオバマケアの無保険者対策と医療保険価格対策との間の対照的なパフォーマン

スは, アメリカ国民にどのように映ったのか。オバマケアに対する国民の受け止めは, こ

れまで医療保障の枠外にあった階層には大きな変化を与えるものとして認識される一方で,

従来から何らかの医療保険に加入していた階層にとってみれば, これまでと何ら変わるこ

とがない, さらにはオバマケアで提供された新制度によって, 自分たちの保険料高騰が続

いている, と認識されることになったと考えられる7)。

2�4 オバマケアをめぐる政治対立

オバマケアは, その立法過程から施行過程, 施行後に至るまで, 政治的な党派間対立の

中心となってきた。オバマ政権発足後, 共和党の反オバマ・民主党キャンペーンの駆動力

として形成されたティー・パーティー運動は, 2010年中間選挙における下院奪還の一大勢

力として台頭を果たした。ティー・パーティー運動結成の一大動機となったのが, オバマ

ケア成立の阻止であった。

また, ティー・パーティー運動は, 2012年大統領選挙におけるオバマ再選阻止を最大の

政治目標として, オバマケアの撤廃, 施行阻止をその最大の政策的争点として掲げた。オ

バマケア成立直後に共和党州知事らが起こしたオバマケア違憲訴訟は, 罰則金による医療

保険への加入義務化が国民の医療保険選択の自由を奪っているとの主張の下展開された。

こうした共和党による反オバマケア・キャンペーンと, 前述した既に保険を有する階層に

おける保険料高騰の継続という現実により, オバマケアに関する国民世論は, 不支持が支

持を上回る傾向が支配的となった (第３図)。

2012年６月に, 連邦最高裁がオバマケアの罰則金規定に合憲判決を出し, その年の大統

領選挙でオバマが再選を果たし, 共和党はオバマ再選阻止という最大の政治目標において

敗北したものの, その後もオバマケアは, 共和党による反オバマキャンペーンの最重要争

点となり続けた。2013年９月には, 共和党は，2014年からのオバマケア本格施行に必要な

予算経費の計上反対に固執し, ３週間近くに及ぶ連邦政府機関閉鎖を招いて, 瀬戸際政治

を繰り広げた8)。

この戦術が失敗し, オバマケアが施行された後には, 前述の通り新規の保険加入者が増

大し, オバマケアは無保険者対策として実質的に定着したものの, それでもなお共和党は

オバマケアの撤廃に固執し, 議会両院においてオバマケア撤廃法案の上程を繰り返した。
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7) 山岸 (2016) は, オバマケアの制度的定着を, そのステイクホルダーの動向という見地から展望し
ている。これによれば, オバマケアの制度的定着の如何は, オバマケア成立により新たに受益者と
して参入した新規保険加入者や逆にオバマケアにより負担増となる富裕層や医療関連企業などの経
済的利害を基礎として, 彼らの政治的影響力の度合いによって規定されるという理解となる (pp.

164�166)。こうした山岸の見解については, 本稿の最後に改めて検討したい。
8) 2013年秋の暫定予算をめぐる政治対立と連邦政府機関閉鎖について, より詳しくは, 河音 (2016),

Kawane (2017a), (2017b) を参照されたい。



ただし, 議会共和党のこうしたオバマケア撤廃の立法活動は, 2014年までは民主党が多数

派を占めていた上院において廃案に追い込まれたし, 上下両院で共和党が多数派となった

2015年以降においても, オバマが拒否権を発動し, 廃案となった。共和党が下院ないしは

上下両院で多数を占めているとはいえ分割政府である政治構図において, 議会共和党のオ

バマケア撤廃法案が廃案の憂き目を見ることは, 当の共和党自体十二分に分かった上での

行動であり, 分割政府の政治構図の下では, 共和党のオバマケア撤廃法案の乱発は, 政治

的キャンペーン以上の意味をもたず, それゆえ施行後一定の定着と効果を上げているオバ

マケアを実際に撤廃した場合にどのような政治的・社会的インパクトがもたらされるのか

を一切考慮せず, また考慮する必要もない状況の下, 展開された。こうした政治構図は

2016年大統領, 議会選挙によってトランプ政権・共和党統一政府が成立することで大きく

変わることになる。

３．共和党統一政府下のオバマケア撤廃・代替案の立法過程

3�1 オバマケア撤廃・代替案の立法化とその挫折

前節に見たとおり, オバマ政権下で議会共和党が繰り返し上程したオバマケア撤廃法案

は, 単純にオバマケアの諸規程をすべて葬り去るというものであった。他方で, 医療保険

システムの構造は, 2,000万人近くにのぼる無保険者の保険加入をはじめ, 既往症等を理
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第３図 オバマケアに対する支持率の推移：2010年４月～2018年４月
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由とした差別的な保険の提供の禁止など, 2014年のオバマケアの本格施行以降大きく変化

した。議会共和党の主張してきたオバマケアの撤廃は, こうした新規保険加入者の利益を

根こそぎ奪うことを意味するため, こうした階層への配慮抜きの政策立案はすでに非現実

的なものとなっていたが, こうした点について共和党はこれまで何らの代替案をも議論し

てこなかった。2016年の大統領選挙におけるトランプ政権の誕生, 両院議会選挙における

共和党の勝利によってトランプ・共和党統一政府が実現することになり, トランプが選挙

戦時に公約し共和党の宿願の課題であったオバマケア撤廃はここに来ていよいよ実現可能

な政治的条件を獲得したものの, 逆にトランプ政権と共和党議会は, 一定の定着を見てい

るオバマケアに対して現実的にどう対応するのかを迫られ, 共和党の政策形成能力, 統治

能力が問われることとなった。

しかしながら, オバマケア撤廃・代替案策定をめぐって共和党は内部に深刻な対立を抱

えていた。一方では, ティー・パーティー運動に支えられたフリーダム会派をはじめとし

た保守強硬派や, 自身の選挙地盤が盤石な議員たちは, オバマケアの完全撤廃という共和

党が従来から掲げてきた路線に固執した。他方で, 少数ではあれ穏健派の議員や, 選挙地

盤において対抗馬の民主党との接戦状況に置かれた議員たちは, オバマケアによって保険

を得た階層への利害を無視した行動をとることは許されない状況に置かれていた。第４図

は, 地域別の個人保険の連邦補助率のシェアを図示したものであるが, 共和党の地盤であ

る南部において補助率が高い傾向にあることが分かる。それゆえ, 保守色の強い南部議員

も含め, オバマケア撤廃に対する集票効果の減少リスクにさらされる議員はかなりの数に

上った。さらに, トランプ政権成立後, オバマケア撤廃が現実の政策課題として浮上する
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第４図 各地域の個人保険料における補助金の占める比率

出所）Recht (2017).



下で, これまで不支持率を下回っていたオバマケアへの支持率が逆転したことも, 選挙に

敏感な共和党議員たちに影響を及ぼした (前掲第３図)。

議会共和党指導部は, オバマケア完全撤廃に固執する保守強硬派と, オバマケアにより

保険加入を果たした国民への何らかの代替措置を求める穏健派との党内二分に直面し, そ

の板挟みに遭うなかでの政策形成を迫られた。

こうした党内の分裂状況に加えて, オバマケア撤廃・代替法案の策定には, リコンシリェー

ションによる予算制度上の制約がかかることにより, 政策形成は一層複雑となった。統一

政府が実現したとは言え, 上院における共和党の議席数は52議席であり, フィリバスター

を回避する60議席には遠く及ばない状況であった (前掲第２表)。党派的争点であるオバ

マケア撤廃・代替案において民主党議員からの賛成が得られることは全く期待できなかっ

たから, オバマケア撤廃・代替法案はリコンシリェーション法として策定を進める以外に

道はなかった。それゆえ, 共和党は, オバマケア撤廃・代替法案策定にあたって, バード・

ルールにより向こう10年間の財政収支均衡の制約の下で法案を策定しなければならなかっ

た。また, リコンシリェーションは2017年度の予算決議を根拠としていたから, その策定

は当該会計年度の終わる2017年９月末までに制定されなければならないという時間的制約

も課せられた。

とりわけ, バード・ルールによる予算制約は, 共和党内のオバマケア完全撤廃と代替措

置の拡充を求める両者の対立をより鮮明にした。すなわち, オバマケア完全撤廃の道をと

るとしても, 2010年制定当初オバマケア自体が財政制約のルールを受けて成立している以

上, オバマケアに盛り込まれていた増税措置も含めて撤廃すれば, 財政収支改善に資する

余力はない。むしろ, 共和党においては, オバマケアによって設けられた増税措置こそが,

真っ先に否定されるべき主要政策目標である。これに対して, オバマケアによる新規の保

険加入者の利益を保護するために, 何らかの代替措置を設けるならば, そのための新規財

源をどう確保するのかという問題が発生する。こうした財政制約が課せられることにより,

オバマケア完全撤廃派と代替措置必要派とは, オバマケアに盛り込まれた増税措置の撤廃

ではおおむね合意しつつも, それに代わる財源確保をめぐってもまた対立することとなっ

た。

以上のような共和党内部における対立が原因となって, トランプ・共和党統一政府にお

けるオバマケア撤廃・代替案の策定過程は混迷を深めた。その具体的過程について, 第３

表に要約したタイムラインにしたがってトレースしていこう。

最初に議論を主導した下院では, 2017年３月初旬に下院共和党指導部が, オバマケアの

エクスチェンジ保険を税額控除によって代替することを柱とした American Health Care

Act of 2017 (以下 AHCAと略) を公表した。しかし, オバマケア完全撤廃を求めるフリー

ダム会派を中心とした強硬派と, 代替案が十分なものではないとする穏健派との双方から

の反対に遭い, 本会議採択を一旦断念し, AHCAは, フリーダム会派議員に配慮したよ

り完全撤廃に近い すなわち政策実現可能性の低い 修正案として５月に再上程され,

穏健派共和党議員20名の反対に遭いながらもかろうじて下院を通過した。CBOは, 下院
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を通過した AHCA が無保険者数に与えるインパクトを推計している。前掲第２図の

AHCA推計としているラインがそれにあたるが, 仮に同案が立法化された場合, 新たに

2,300万人の無保険者が発生すると見込まれている (CBO (2017b))。この点１つをとって

みても, 下院案は, オバマケア代替案とはいいながらも, オバマケアの成果をほぼ帳消し

にする, 事実上のオバマケア撤廃案となっていることが分かる。

下院採択を受けて始まった上院での審議は一層混迷を深めた。前述の通り上院での共和

党の議席数は52議席であったから, リコンシリェーションでフィリバスターを回避したと

しても, 共和党から３名の反対議員が出れば法案策定はできない。上院共和党指導部は,

下院で成立した保守派寄りの法案とのすりあわせや上院内のティー・パーティー派議員に

配慮する一方で, 民主党との接戦州にあって選挙にセンシティブな穏健派議員にも配慮す

る必要に迫られた。上院指導部は下院案の微修正で対応しようとしたものの, 穏健派議員

の反対を覆すことができず, 穏健派議員の反発と下院案とのその後のすりあわせの必要性

との間で右往左往し, 代替案の内容を猫の目のように変えた。夏期の休廷直前には, ２年

後にオバマケアを撤廃することだけを定め, その代替案の具体化は今後審議するという,

ほとんど形式に過ぎない法案 (骨と皮だけの Skinny Repeal 案と呼ばれた) を本会議に上

程したが, これも穏健派議員３名の反対に遭って否決された9)。

大阪経大論集 第69巻第２号118

第３表 オバマケア関連政策過程のタイムライン：2010�2018年

2010 3月 Affordable Care Act of 2010（オバマケア）成立

2012 6月 未加入者罰則金の違憲訴訟で最高裁が合憲判決

2013 9月 オバマケア施行を前にした予算紛争→政府機関閉鎖（16日間）

2014 1月 オバマケアの主要規定が本格施行

共和党, オバマケア撤廃法案を幾度となく提案。2014年までは上院で廃案, 2015年以降はオバマが

2016 拒否権発動。

2017 1月12日
上院がオバマケア撤廃・代替案指令（リコンシリェーション）を盛り込んだ FY2017予算決議採択
（下院は前年に採択済み）

1月21日 トランプ, 保険加入義務の拒否を容認する大統領令発令

3月6日 下院共和党指導部がオバマケア撤廃・代替案（AHCA）を公表

3月24日 下院共和党指導部, AHCAの本会議上程を断念

5月4日 下院本会議で, 保守派よりに修正した AHCAを採択・可決

5月25日 CBOが下院 AHCAのコスト見積発表。2,300万人の無保険者増と推計。

6月22日 上院共和党指導部がオバマケア撤廃・代替案を公表

6月26日 CBOが上院案のコスト見積発表。2,200万人の無保険者増と推計。

7月18日 上院共和党３名の反対表明で, 上院案の否決が確実に

7月25日 上院共和党指導部が原案採択に付すことを検討するも, 断念

7月26日 上院共和党指導部が, マイナー代替案を提示, 党内の支持を得られず断念

7月28日 上院共和党指導部が, 部分撤廃案（Skinny Repeal）を本会議採択に付すが, 否決

9月19日 上院で, Graham-Cassdy 案が公表

9月26日 上院共和党指導部が, Graham-Cassidy 案の本会議採択を断念

9月30日 2017会計年度終了により, オバマケア撤廃・代替案の期限切れ

10月12日 トランプ, エクスチェンジ提供保険会社への補助金打ち切りの大統領令発令

12月22日 オバマケア罰金の廃止を盛り込んだ Tax Cuts and Jobs Act が成立

2018 1月22日 オバマケア関連の増税措置の実施延期を盛り込んだ2018会計年度第４次補正予算が成立

出所）Congress. gov, Kozo (2017), を基に筆者が加筆作成。



夏期休廷後の９月に上院共和党は最後の立法化に向けて成案を試みるものの, その後の

上下両院での調整のメドが全く立っていないことに鑑みれば, この時点でオバマケア撤廃・

代替案の策定が時間切れ, 失敗となることは必定であった。こうして, トランプ・両院共

和党統一政府の内政面での最初の争点とされたオバマケア撤廃・代替案の策定は水泡に帰

した。

3�2 オバマケア撤廃・代替案挫折後の推移と展望

以上に見てきたように, 共和党は, 統一政府という政治的条件を得てなお, 党内の不統

一のゆえに, 宿願の課題であったオバマケア撤廃・代替案を立法化することができなかっ

た。しかしながら, 共和党はその後注力して立法化にこぎ着けた税制改革 (Tax Cuts and

Jobs Act of 2017, 以下 TCJAと略) や, 暫定予算法に付帯する形でオバマケアの部分的な

修正を勝ち取っている。また, これと同時に, トランプ政権は大統領令を通じてオバマケ

アの効力を阻止する動きも見せている。こうしたトランプ政権, 共和党によるオバマケア

の骨抜き化の動きについて, 以下検討していきたい。

3�2�1 税制改革立法による保険加入義務の撤廃

共和党によるオバマケア骨抜き化の第１は, 2017年12月に成立を見た TCJAの付帯条項

として, 保険未加入者に対する罰則金が廃止されたことである。TCJAは, トランプ政権,

共和党が公約してきた法人税の大幅減税をはじめとした包括的な税制改革立法であるが,

これに保険加入の実質的な義務化の柱となっていた, 保険未加入者及び未提供事業者に対

する罰則金を廃止する規程が盛り込まれた10)。

オバマケアにおける保険未加入者に対する罰則金は, 医療に対する個人の選択の自由

そこには医療を受けないという選択肢も含まれる が憲法的に保証されているとい

う特殊アメリカ的現実を前提として, 保険未加入者や保険を提供しない事業者に対して罰

則金を課すことにより, 憲法上の制約をクリアしつつ無保険者を医療保険加入へと誘導し,

実質的な皆保険を目指す, という考え方から導入されたものである。それゆえ, 本規程は

オバマケアの骨格の一つをなすものであり, 共和党は罰則金を廃止することにより, 保険

に加入しないという選択肢を復活させ, オバマケアの実質的な骨抜き化に成功したと言え

る。前掲第１図にあるとおり, CBOの推計によれば, TCJAによる保険未加入者の罰則金

廃止により, 向こう10年間で無保険者数は1,300万人以上増えるものと推計されている

(CBO (2018))。

このように, 罰則金の廃止が無保険者の動向に与えるインパクトは甚大であることから,

これをもって共和党はオバマケアの実質的な撤廃を果たしたとの評価も見られる (Kenen

トランプ・共和党統一政府下の政策形成 119

9) 下院案の AHCA, 上院案について, より詳しくは, 高山 (2018) を参照されたい。
10) TCJAの概要については, さしあたり日向寺・塩田 (2018), Avi-Yonah, et. al. (2017) を参照され
たい。また, 同法におけるオバマケアの保険未加入者への罰則金廃止について, より詳しくは,
Kenen (2017), Scott (2017) を参照されたい。



(2017))。しかし他方で, 罰則金の廃止だけではオバマケアは潰せないとの見解もある

(Scott (2017))。すなわち, 罰則金が廃止されても, オバマケアにより設立された既往症

無差別のエクスチェンジ保険自体は残ることから, 現実にアフォーダブルな医療保険を必

要としている階層は保険に加入し続けるだろう。また, 罰則金廃止により, 当面保険加入

の必要を感じていない階層はエクスチェンジ保険から脱退し, その結果保険料は高騰する

だろうが, そのコストは政府補助により賄われることとなっているため, コアな加入者に

大きな影響はない。さらに, オバマケアのもうひとつのアフォーダブル保険の柱であるメ

ディケイドの拡大は何ら影響を被らない。Scott (2017) は, 以上のような分析に基づい

て, 罰則金廃止後もアフォーダブルな保険を提供するというオバマケアの果たした成果は

残り続けるという。

ただし, 罰則金の廃止による, 相対的に医療サービスを受ける可能性の低い保険加入者

の減少は, エクスチェンジ保険を提供してきた保険会社の経営圧迫という作用を通じて,

オバマケアの地盤を掘り崩す。第５図は, エクスチェンジ保険を提供する保険事業者数を

各地域別に見たものであるが, 罰則金廃止が作用する以前の2018年時点 各保険事業者

がどの地域でどのような内容, 価格でエクスチェンジ保険を提供するかは前年度において

決定される において, 保険事業者の撤退が進み, 限られた保険選択肢しか許されない

地域が多数となっている現状を見て取ることができる。TCJAによる罰則金の廃止はこう

した保険事業者の撤退傾向をさらに加速させると見られている。
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第５図 2018年における個人保険事業者数

出所）Recht (2017).



3�2�2 暫定予算法によるオバマケア増税の延期

オバマケア骨抜き化の第２は, 2018年度暫定予算法に付帯して盛り込まれた, オバマケ

ア関連の一連の増税措置の延期・中断である。暫定予算法とは, 会計年度の開始までに歳

出予算法が成立しなかった場合に当座の政府活動を賄うために制定される期限を区切った

予算立法である。分極政治が支配的となっている今日のアメリカでは, 会計年度開始まで

に歳出予算法が成立することはなく, 暫定予算法でしのぐことが常態化している。暫定予

算法は, 成立しなければ政府機関の閉鎖を招くことから必ず期限までに成立させなければ

ならない, いわゆる ｢マスト・パス｣ 法であるが, こうした暫定予算法の性格を逆手にとっ

て, その成立を各党, 政権が政争の具として活用することもまた近年の常態となっている。

2018会計年度の歳出予算もまた, 幾度にも渡る暫定予算でしのいできたが, 2018年１月22

日に成立を見た第４次暫定予算法において, 共和党が取引材料として要求し, 盛り込まれ

たのが, オバマケア関連増税の延期措置であった。

具体的には, 以下３つの課税措置が延期ないしは中断されることとなった。第１に,

2018年より実施予定であった医療機器への物品税課税が2020年まで延期された。第２に,

高額医療保険加入者への課税 いわゆるキャデラック・タックス の実施開始時期が

2022年まで延期された。キャデラック・タックスは, オバマケア立法化の2010年当初は,

2018年より実施予定とされていたが, その後2020年実施に延期されていた。今回の措置は,

これをさらに２年間あと倒しにすることを意味する。第３に, オバマケア制定当初よりオ

バマケアの主力財源の一つとして徴収されていた, 保険会社に対する課税措置が, 2019年

まで一時中断されることとなった (Sanger-Katz and Tankersley (2018))。

これらはいずれも, オバマケアによる財源負担を回避したいという, オバマケア撤廃を

求める経済的, 実利的利害に基づいた, 共和党の ｢本音｣ 的要求を反映したものである。
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第６図 キャデラック・タックスの税収推計：2017�2037年度
単位：10億ドル
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注）本図の推計値は，2017年時点の施行規則に基づくものであり，その時点ではキャデラッ
ク・タックスの開始時期は，2010年の制定当初の2018年実施から2020年実施に延期されて
いる。その後，2018年１月22日の第４次暫定予算法の付帯条項により，キャデラック・タッ
クスの施行開始時期は，さらに2022年まで延期されている。
出所）CRFB (2017)



前掲第１表に明らかなとおり, これら高額所得層や医療関連企業への課税は, オバマケア

の財源の主力として期待されていたものであった。また, 第６図にあるように, 当初から

後年度実施とされていたキャデラック・タックスについても, 中長期的にはオバマケアを

賄う大規模な税収となることが見込まれていた。こうした増税措置の延期・中断は, 共和

党が嫌っていたオバマケアの負担回避を当面的に実現させた一方で, オバマケアのプログ

ラム自体を損なうものではない。しかしながら, この結果オバマケアの財源は財政赤字に

よって賄われることとなるのだから, こうした措置はオバマケアの制度的持続可能性を担

保した政策形成とはとうてい言いがたい。

3�2�3 大統領令によるトランプ政権の対応

第３に, トランプ政権によるオバマケア骨抜き化の動きについて検討しよう。トランプ

は, 政権発足当初の１月21日と, 議会でのオバマケア撤廃・代替案の挫折後の10月12日に,

それぞれオバマケアに関する大統領令を発布している。このうち前者は, オバマケアの罰

則金に関わるもので, 保険加入義務の拒否をしやすくするよう各連邦政府機関に要請した

ものだが (Parker and Goldstein (2017)), この問題は前述の TCJAによる罰則金それ自体

の廃止により解消している。後者は, エクスチェンジ保険を提供する保険会社等への補助

金を打ち切るという内容だが, そもそも予算編成の権限は大統領にはないため, 大統領の

意向を示した以上の意味はない (Armour (2017))。

これに加えて, トランプ政権は, 2018年１月に, メディケイド受給者に対して勤労を義

務づけることを全米の州知事に呼びかけているが, メディケイドの運用権限は州にあるた

め, 一部の州知事・議会がトランプの呼びかけに呼応する動きを示しているものの, メディ

ケイドの受給率が高い南部地域をはじめとした共和党の地盤においてすら, トランプの独

断行動だとして反発を招いている (Goldstein (2018))。

以上から判断すると, トランプのオバマケア撤廃に向けた行動は, 自身及び共和党の支

持基盤にアピールするという以上の意義は持たず, その政策形成における実効性はほとん

ど影響力を発揮できていない。また, 議会の立法過程においても, トランプは, 法案の内

容はほぼ共和党指導部に丸投げし, 票のとりまとめにもほとんどコミットしてこなかった。

それゆえ, トランプのオバマケア撤廃への影響力は, もっぱら政治的プロパガンダの役割

それ自体政治的には共和党の支持基盤に甚大な効果を上げているものの に限定さ

れていると言えよう。

4�1 オバマケア撤廃・代替案の挫折と ｢決められない政治｣ の継続

以上の分析から得られる現時点での結論は, トランプ・共和党統一政府が実現を見たに

もかかわらず, 共和党のかねてからの宿願であったオバマケアの撤廃という政策課題は,

オバマケアの完全撤廃という理念に固執する保守強硬派と, オバマケアの定着によって生

み出された新たな現状を変化させることに政治的に敏感でそれを躊躇する穏健派との, 議
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会共和党の内紛を指導部が統制できないがゆえに実現に至らなかった。この意味で分極政

治の継続を前提として, 政策停滞は依然続いているということになる。このことはもっぱ

ら議会共和党の統治能力が問われる中で生じている事態であり, トランプ及び同政権の影

響力はこと政策形成過程という場においては限定的である。

他方で, オバマケア撤廃・代替案の策定に失敗した共和党は, その後の TCJA, 暫定予

算策定に付帯する形で, オバマケアの根幹をなす保険未加入者に対する罰則金の廃止, オ

バマケアをファイナンスする増税措置の延期という実益を得て, オバマケアの骨抜き化に

一部成功している。これに対して, 議会少数派の民主党は, オバマケアのいかなる変更に

も反対する点で一貫して結束して抵抗し, オバマケアの根幹部分はかろうじて守られてい

る現状にある。このような実質的変化を迫られながらもかろうじて維持されているオバマ

ケアのゆくえは, 2018年の中間選挙の結果如何で大きく変化する可能性があり, 依然流動

的な状況にある。

山岸 (2016) は, こうしたオバマケアをめぐる政策対立とその流動的な行く末について,

オバマケアの受益層とその政策過程へのコミットメントの度合いという視点から展望を示

している。すなわち, 山岸は, オバマケアにより新たにエクスチェンジ保険やメディケイ

ドに加入した受益層, また逆にオバマケアにより負担をこうむる (予定の) 医療関連企業

や高額所得層が, いかほどの政治的影響力を行使できるかにオバマケアの行方は規定され

ているとして, 前者の階層はオバマ政権期におけるオバマケアの定着により結果的に広範

囲の階層を形成するに至ったもののその政治動員力は乏しいのに対し, 後者の階層は対照

的に豊富な政治リソースを有しているとして, オバマケアのゆくえはこうした正と負の受

益層の動向にかかっているという。

こうした山岸 (2016) の指摘は, トランプ政権誕生以前になされたものとして卓見であ

り, オバマケアをめぐる政策過程の経済的底流を指摘したものとして注目されてよい。し

かしながら, 今日の分極政治下における政策形成とアメリカ国民世論との関係をよりリア

ルに把握するには, さらに以下のような媒介環について考える必要がある。

今日のアメリカ分極政治の原因については, 大きくはエリート政治レベルでの党派間対

立が国民世論に働きかける側面に着目する見解と, 国民世論それ自体の分断に着目する見

解とに別れる。前者は, 国民世論自体はプラクティカルな現実政策においてはリベラルな

政策を容認しつつ, 理念的には伝統的, 保守的なアメリカ的価値観を受け入れるという

｢運用リベラリズム｣ という一貫性のない立場をとっているとし, そうした国民世論に保

守, リベラル双方のエリート政治が働きかけ, 国民世論をソーティングすることにより分

極政治が生じているとする (Ellis and Stimson (2012), Grossmann and Hopkins (2016))。

こうした見地からは, 国民世論を取り込むワシントン政治の構造自体が問題となる。これ

に対して, 後者では, アメリカ国民の分断の原因をどこに見るのかということが問題とな

る。以下では, こうした二つの側面に区別して, トランプ・共和党統一政府下の分極政治

の特徴について論点を整理したい。
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4�2 トランプ・共和党統一政府の問題点

第１の論点は, 共和党の統治能力の問題である。オバマケアの撤廃・代替案策定の挫折

という事態は, 統一政府の実現を経てなお, 自身の公約を実現できない共和党の統治能力

のなさを象徴的に示す結果となった。Mann and Ornstein (2012) らのリベラルサイドか

らすれば, こうした事態は共和党の掲げる政策の虚偽性, 実現不可能性の帰結ということ

になろうし, Grossmann and Hopkins (2016) の見地からすれば, 共和党の統治能力のな

さは, 理念志向の政党組織の本質的性格からくるものだと言うことになろう。

しかし他方で, オバマケアを葬り去るには至らなかったものの, オバマケアの罰則金の

廃止やその税負担増を当面的にではあれ回避するなど, 共和党が実利を得た部分も存在す

る。さらに, トランプ, 議会共和党は, オバマケア撤廃・代替案の挫折後には, 税制改革

において立法化を成し遂げてもいる。共和党の統治能力については, 税制改革など他の政

策分野をも含めてさらに検討を深めていく必要があるだろう。

第２の論点は, 共和党統一政府下でのトランプ政権の役割についてである。本稿に見た

ように, こと政策形成の現場では, トランプ政権はその錯乱要因とはなっても政策形成力

能を全く発揮し得ず, 立法過程はもっぱら議会共和党指導部主導で進められた。

しかしながら, 国民世論との関係では, トランプの発言や行動は, 良きにつけ悪しきに

つけ, 無視できない存在になっているばかりか, 共和党の支持基盤との関係では ｢共和党

のトランプ党化｣ と呼べる事態が支配的となっており, 議会選挙においても共和党にとっ

てトランプは不可欠の存在となっている。こうした選挙地盤におけるトランプの役割が共

和党の政策形成にいかなる影響を及ぼしているのかについては別途検討が必要となろう。

4�3 医療制度をめぐる国民の価値観の揺らぎ

次に, アメリカ国民世論という側面から今日の分極政治について考えてみたい。オバマ

ケアの是非は, オバマ政権, トランプ政権を通じて一貫して保守, リベラルの政治対立の

象徴とされてきたものの, それぞれの政策の寄って立つ憲法的地盤という点では, 医療の

選択の自由は個人の権利であるとする特殊アメリカ的な価値観を前提にしてきたという点

で共通している。オバマケアもまた, アメリカのこうした伝統的価値観を前提として組み

立てられていた (Skocpol (2012))。

しかし, オバマケアが流動化する下, こうしたアメリカの伝統的価値観の枠組みを超え

た政策提起がなされ, 民主党内において一定の支配的勢力となりつつある。本稿では触れ

ることができなかったが, バーニー・サンダース (Bernard “Bernie” Sanders) が掲げた

｢メディケア・フォー・オール｣ がそれである11)｡ ｢メディケア・フォー・オール｣ は, す

べての国民に対して公的皆保険を求めるという点で, 個人の医療選択の自由というアメリ

カ的価値観を大きくはみ出している。今日の政治的力関係, さらには憲法的制約を前提と
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11) ｢メディケア・フォー・オール｣ は, 2017年９月13日に, 民主党の上院議員10人, 下院議員117人の
共同提案という形で連邦議会に上程された。



すればサンダースの提案が実現を見るにはハードルは相当高いといえるが, こうした提案

が, 民主党支持者内部とはいえ支配的となって, 世論への影響力においても, 政策形成に

おいても一定の勢力として台頭してきているという事態は, 医療制度をめぐる国民世論の

対立が, これまでの運用リベラリズムを前提とした経済的利害に解消されない, 倫理的,

価値観上の対立となっていることを示しているという点で注目されてよい (Gaffney

(2017))。

4�4 分極政治下の政策形成 予算制度との関係

最後に視点を変えて, 立法プロセス, とりわけ予算制度の作用という側面から, 今日の

分極政治下における政策形成について考えてみたい。党派間対立が深刻なまでに進んでい

る近年のアメリカ政治においては, 党派的争点となる大規模立法に関しては, もはやリコ

ンシリェーションによるか, 歳出予算 (ないしは暫定予算) といった ｢マスト・パス｣ 法

を盾にとる以外には政策形成を進めることができない事態に陥っている。オバマケア撤廃・

代替法案策定の挫折は, 統一政府においてすら, リコンシリェーションに依拠してなお党

派的な大規模立法は困難であることを示した。

リコンシリェーションの歴史を紐解けば事態はより深刻である。そもそもリコンシリェー

ションという立法プロセスは, 財政赤字の削減という政策課題が, 総論賛成各論反対の構

図に陥りやすいがゆえに立法が困難であることに鑑み, 各党指導部を中心に超党派合意に

導きやすいプロセスとして導入された。しかし, 分極政治が進展する下, リコンシリェー

ションはその性質を変質させ, 超党派合意抜きで立法を勝ち取る有力な政治手法として駆

使されるに至っている (河音 (2010))。超党派合意の道をはじめから断念してリコンシリェー

ション立法が試みられるならば, それは統一政府の下でしか機能しない。その統一政府に

おいてすらリコンシリェーション立法が今回のように機能しないとすれば, さらに藤木

(2017) の言うように今日の分極政治が趨勢的傾向であるとするならば, 既存の制度枠組

みでの対応は一層その困難さを増していると言える。

分極政治下でのリコンシリェーションに依拠した政策形成には, 今ひとつ問題点がある。

Edsall (2017) は, トランプ・共和党統一政府下でオバマケア撤廃・代替案の挫折以降と

りくまれた税制改革立法 (TCJA) が, 党派間調整を前提としないリコンシリェーション

法として進められたことから, 相手側の民主党との調整を全く顧慮せず立法プロセスが進

められ, その結果, 法案の委員会での審議が全くなされず, 政策形成が共和党内での調整

に終始したために, 立法プロセスが完全にブラックボックス化しているという問題を指摘

している。こうした事態は, オバマケア撤廃・代替案の策定においても共通している (高

山 (2018), p. 133)。分極政治における政策形成は, 政策停滞のみならず, 立法過程の民

主主義をも掘り崩すという深刻な問題を抱えている。
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